
JP 2012-62245 A5 2013.10.24

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成25年10月24日(2013.10.24)

【公開番号】特開2012-62245(P2012-62245A)
【公開日】平成24年3月29日(2012.3.29)
【年通号数】公開・登録公報2012-013
【出願番号】特願2010-205105(P2010-205105)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｋ   8/25     (2006.01)
   Ａ６１Ｑ   1/02     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   8/19     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｋ   8/25    　　　　
   Ａ６１Ｑ   1/02    　　　　
   Ａ６１Ｋ   8/19    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成25年9月5日(2013.9.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
加熱充填時に流動性を有する２種以上の固形組成物が同一容器に充填された化粧料であっ
て、ホウケイ酸を基盤とするパール粉体を配合した固形組成物Aと固形組成物Bを含有し、
固形組成物Aと固形組成物Bのパール粉体の配合質量比が１：１．２～１：４であり、固形
組成物Aのパール粉体の配合量が１～２５質量％であることを特徴とする多色固形メーク
用化粧料。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項３】
ホウケイ酸を基盤とするパール粉体が、アルカリ金属酸化物を０－２質量％含むことを特
徴とする請求項１または請求項２に記載の多色固形メーク用化粧料。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
＜１＞本発明の多色固形メーク用化粧料に必須のホウケイ酸を基盤とするパール粉体
本発明に係るホウケイ酸を基盤とするパール粉体とは、反射光沢或いは干渉光沢の著しい
偏平粉体であり、表面処理は施されてもよいし、施されていなくても構わなく、化粧料な
どで使用されているものであれば特段の限定なく使用できる。例えば、日本板硝子（株）
より「シルキーフレーク」、「メタシャイン」などが市販されており、「シルキーフレー
ク」シリーズには、「シルキーフレークＦＴＤ０２５ＦＹ－Ｆ０２」、「シルキーフレー
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クＦＴＤ０２５ＦＹ－Ｆ１２」、「シルキーフレークＦＴＤ０１０ＦＹ－Ｆ０１」等が存
し、「メタシャイン」シリーズには、「メタシャインＭＣ１０８０ＲＳ」、「メタシャイ
ンＭＣ１０８０ＲＹＳ１」、「メタシャインＭＣ１０４０ＴＰ」、「メタシャインＭＣ１
０４０ＴＺ」、「メタシャインＭＣ１０８０ＲＢ」、「ＳＡメタシャインＭＣ１０４０Ｒ
Ｒ」、「メタシャインＭＣ１０４０ＲＳ」、「メタシャインＭＣ１０４０ＲＹ」、「メタ
シャインＭＣ１０４０ＲＢ」、「メタシャインＭＣ１０４０ＲＧ」、「メタシャインＭＣ
１０８０ＫＹ」、「メタシャインＭＣ１１２０ＲＳ」、「メタシャインＭＣ１１２０ＲＹ
」、「メタシャインＭＣ２０８０ＰＳ」等が存し、エンジェルハード・コーポレーション
（米）から「リフレクスピンポインツオブパール」、「リフレクスレイズオブレッド」、
「リフレクスギルディッドゴールド」、「リフレクスビジョンズオブV」、「リフレクスM
Dチェンジングチェリー」、「リフレクスMDシフティングサファイア」等が存し、これら
のものを購入して使用することができる。またアルカリ金属酸化物の含有量が少ないシル
キーフレークがより好ましい。係るホウケイ酸を基盤とするパール粉体の固形組成物Aと
固形組成物Bへの好ましい配合比率は、１：１．２～１：４であり、より好ましくは１：
１．７～１：２である。係るホウケイ酸を基盤とするパール粉体の固形組成物Aへの好ま
しい配合量は、１～２５質量％であり、より好ましくは４～１２質量％である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
＜２＞本発明の多色固形メーク用化粧料に用いるマイカ
本発明で用いるマイカとは、含水ケイ酸アルミニウムカリウムであり、白雲母、絹雲母、
金雲母、黒雲母などいずれでもよいが特に白雲母が好ましい。係るマイカの好ましい含有
量は、固形組成物A中に１～４０質量％、固形組成物Bに１～３０質量％であり、より好ま
しくは固形組成物A中に２～２０質量％、固形組成物Bに１～１５質量％である。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
本発明の多色固形メーク用化粧料においては、前記の成分以外に、通常化粧料で使用され
る任意成分を含有することが出来る。この様な任意成分としては、例えば、マカデミアナ
ッツ油、アボカド油、トウモロコシ油、オリーブ油、ナタネ油、ゴマ油、ヒマシ油、サフ
ラワー油、綿実油、ホホバ油、ヤシ油、パーム油、液状ラノリン、硬化ヤシ油、硬化油、
モクロウ、硬化ヒマシ油、ミツロウ、キャンデリラロウ、カルナウバロウ、イボタロウ、
ラノリン、還元ラノリン、硬質ラノリン、ホホバロウ等のオイル、ワックス類、流動パラ
フィン、スクワラン、プリスタン、オゾケライト、パラフィン、セレシン、ワセリン、マ
イクロクリスタリンワックス等の炭化水素類、オレイン酸、イソステアリン酸、ラウリン
酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘン酸、ウンデシレン酸等の高級脂
肪酸類、セチルアルコール、ステアリルアルコール、イソステアリルアルコール、ベヘニ
ルアルコール、オクチルドデカノール、ミリスチルアルコール、セトステアリルアルコー
ル等の高級アルコール等、イソオクタン酸セチル、ミリスチン酸イソプロピル、イソステ
アリン酸ヘキシルデシル、アジピン酸ジイソプロピル、セバチン酸ジ－２－エチルヘキシ
ル、乳酸セチル、リンゴ酸ジイソステアリル、ジ－２－エチルヘキサン酸エチレングリコ
ール、ジカプリン酸ネオペンチルグリコール、ジ－２－ヘプチルウンデカン酸グリセリン
、トリ－２－エチルヘキサン酸グリセリン、トリ－２－エチルヘキサン酸トリメチロール
プロパン、トリイソステアリン酸トリメチロールプロパン、テトラ－２－エチルヘキサン
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酸ペンタンエリトリット等の合成エステル油類、ジメチルポリシロキサン、メチルフェニ
ルポリシロキサン、ジフェニルポリシロキサン等の鎖状ポリシロキサン、オクタメチルシ
クロテトラシロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサン、ドデカメチルシクロヘキサ
ンシロキサン等の環状ポリシロキサン、アミノ変性ポリシロキサン、ポリエーテル変性ポ
リシロキサン、アルキル変性ポリシロキサン、フッ素変性ポリシロキサン等の変性ポリシ
ロキサン等のシリコーン油等の油剤類、脂肪酸セッケン（ラウリン酸ナトリウム、パルミ
チン酸ナトリウム等）、ラウリル硫酸カリウム、アルキル硫酸トリエタノールアミンエー
テル等のアニオン界面活性剤類、塩化ステアリルトリメチルアンモニウム、塩化ベンザル
コニウム、ラウリルアミンオキサイド等のカチオン界面活性剤類、ベタイン系界面活性剤
（アルキルベタイン、アミドベタイン、スルホベタイン等）、イミダゾリン系両性界面活
性剤（２－ココイル－２－イミダゾリニウムヒドロキサイド－１－カルボキシエチロキシ
２ナトリウム塩等）、アシルメチルタウリン等の両性界面活性剤類、ソルビタン脂肪酸エ
ステル類（ソルビタンモノステアレート、セスキオレイン酸ソルビタン等）、グリセリン
脂肪酸類（モノステアリン酸グリセリン等）、プロピレングリコール脂肪酸エステル類（
モノステアリン酸プロピレングリコール等）、硬化ヒマシ油誘導体、グリセリンアルキル
エーテル、ＰＯＥソルビタン脂肪酸エステル類（ＰＯＥソルビタンモノオレエート、モノ
ステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン等）、ＰＯＥソルビット脂肪酸エステル類（
ＰＯＥ－ソルビットモノラウレート等）、ＰＯＥグリセリン脂肪酸エステル類（ＰＯＥ－
グリセリンモノイソステアレート等）、ＰＯＥ脂肪酸エステル類（ポリエチレングリコー
ルモノオレート、ＰＯＥジステアレート等）、ＰＯＥアルキルエーテル類（ＰＯＥ２－オ
クチルドデシルエーテル等）、ＰＯＥアルキルフェニルエーテル類（ＰＯＥノニルフェニ
ルエーテル等）、プルロニック型類、ＰＯＥ・ＰＯＰアルキルエーテル類（ＰＯＥ・ＰＯ
Ｐ２－デシルテトラデシルエーテル等）、テトロニック類、ＰＯＥヒマシ油・硬化ヒマシ
油誘導体（ＰＯＥヒマシ油、ＰＯＥ硬化ヒマシ油等）、ショ糖脂肪酸エステル、アルキル
グルコシド等の非イオン界面活性剤類、ポリエチレングリコール、グリセリン、１，３－
ブチレングリコール、エリスリトール、ソルビトール、キシリトール、マルチトール、プ
ロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ジグリセリン、イソプレングリコール、
１，２－ペンタンジオール、２，４－ヘキシレングリコール、１，２－ヘキサンジオール
、１，２－オクタンジオール等の多価アルコール類、ピロリドンカルボン酸ナトリウム、
乳酸、乳酸ナトリウム等の保湿成分類、グアガム、クインスシード、カラギーナン、ガラ
クタン、アラビアガム、ペクチン、マンナン、デンプン、キサンタンガム、カードラン、
メチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、メチル
ヒドロキシプロピルセルロース、コンドロイチン硫酸、デルマタン硫酸、グリコーゲン、
ヘパラン硫酸、ヒアルロン酸、ヒアルロン酸ナトリウム、トラガントガム、ケラタン硫酸
、コンドロイチン、ムコイチン硫酸、ヒドロキシエチルグアガム、カルボキシメチルグア
ガム、デキストラン、ケラト硫酸、ローカストビーンガム、サクシノグルカン、カロニン
酸，キチン、キトサン、カルボキシメチルキチン、寒天、ポリビニルアルコール、ポリビ
ニルピロリドン、カルボキシビニルポリマー、アルキル変性カルボキシビニルポリマー、
ポリアクリル酸ナトリウム、ポリエチレングリコール、ベントナイト等の増粘剤、表面を
処理されていてもよい、タルク、カオリン、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、無水ケ
イ酸（シリカ）、酸化アルミニウム、硫酸バリウム等の粉体類、表面を処理されていても
よい、ベンガラ、黄酸化鉄、黒酸化鉄、酸化コバルト、群青、紺青、酸化チタン、酸化亜
鉛の無機顔料類、表面を処理されていてもよい、雲母チタン、魚燐箔、オキシ塩化ビスマ
ス等のパール剤類、レーキ化されていてもよい赤色２０２号、赤色２２８号、赤色２２６
号、黄色４号、青色４０４号、黄色５号、赤色５０５号、赤色２３０号、赤色２２３号、
橙色２０１号、赤色２１３号、黄色２０４号、黄色２０３号、青色１号、緑色２０１号、
紫色２０１号、赤色２０４号等の有機色素類、ポリエチレン末、ポリメタクリル酸メチル
、ナイロン粉末、オルガノポリシロキサンエラストマー等の有機粉体類、パラアミノ安息
香酸系紫外線吸収剤、アントラニル酸系紫外線吸収剤、サリチル酸系紫外線吸収剤、桂皮
酸系紫外線吸収剤、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤、糖系紫外線吸収剤、２－（２'－ヒ
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ドロキシ－５'－ｔ－オクチルフェニル)ベンゾトリアゾール、４－メトキシ－４'－ｔ－
ブチルジベンゾイルメタン等の紫外線吸収剤類、エタノール、イソプロパノール等の低級
アルコール類、ビタミンＡ又はその誘導体、ビタミンＢ６塩酸塩、ビタミンＢ６トリパル
ミテート、ビタミンＢ６ジオクタノエート、ビタミンＢ２又はその誘導体、ビタミンＢ１

２、ビタミンＢ１５又はその誘導体等のビタミンＢ類、α－トコフェロール、β－トコフ
ェロール、γ－トコフェロール、ビタミンＥアセテート等のビタミンＥ類、ビタミンＤ類
、ビタミンＨ、パントテン酸、パンテチン、ピロロキノリンキノン等のビタミン類などが
好ましく例示できる。
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